
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

選

挙

運

動

に

関

す

る

収

支

報

告

書

の

要

旨

○

個

人

演

説

会

等

を

開

催

す

る

こ

と

が

で

き

る

施

〃

担

当

課

（

室

）

設

の

異

動

目

次

【

告

示

】

○

公

金

事

務

の

委

託

航

空

企

画

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

道

路

の

占

用

を

制

限

す

る

区

域

の

指

定

道

路

整

備

課

○

構

造

計

算

適

合

性

判

定

を

委

任

し

た

指

定

構

造

建

築

指

導

課

計

算

適

合

性

判

定

機

関

か

ら

の

変

更

の

届

出

【

公

告

】

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

税

務

課

○

〃

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

○

〃

〃

○

一

般

競

争

入

札

の

実

施

教

育

委

員

会

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

令

和

六

年

十

月

二

十

七

日

執

行

の

衆

議

院

小

選

選

挙

管

理

委

員

会

挙

区

選

出

議

員

選

挙

に

お

け

る

公

職

の

候

補

者

の

岡

山

県

公

報

令和７年６月２０日 第１２７１１号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
三
号 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 

一 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
総
合
協
力
事
業
団 

 
 

岡
山
県
岡
山
市
北
区
い
ず
み
町
二
番
一―

一
一
号 

二 

指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

三 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入 

 
 

岡
山
県
岡
南
飛
行
場
条
例
□
昭
和
三
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
三
号
□
に
基
づ
く
着
陸
料
及
び

停
留
料
の
う
ち
岡
山
県
が
開
設
す
る
収
納
窓
口
に
お
い
て
収
納
す
る
も
の 

四 

委
託
を
し
た
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

五 

公
金
事
務
を
取
り
扱
う
期
間 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  

令和７年６月２０日　岡山県公報　第１２７１１号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
四
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指 

定
し
た
□ 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

指
定
年
月
日 

富
永
薬
局 

児
島
柳
田
店 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
児
島
柳
田
町
六
三
四―

一 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
六
月
二
日 

 

令和７年６月２０日　岡山県公報　第１２７１１号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
五
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
□ 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

辞
退
年
月
日 

津
山
中
央
ク
リ
ニ
□
ク 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
二
階
町
六
五 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
三
十
日 

令和７年６月２０日　岡山県公報　第１２７１１号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
六
号 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

そ
の
関
係
図
面
は
□
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
□ 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
す
る
道
路
の
種
類
□
路
線
名
及
び
占
用
を
制
限
す
る
区
域 

二 

占
用
の
制
限
の
対
象
と
す
る
物
件 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
□
四
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設

に
よ
る
も
の
を
除
く
□
□
□
た
だ
し
□
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
□
当
該

道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
□
こ
の
限
り

で
な
い
□ 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
□
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡

大
を
防
止
す
る
た
め 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

     

  

県
道 

 

道
路
の
種
類 

新
見
勝
山
線 

 

路
線
名 

真
庭
市
月
田
字
峪
ノ
上
八
二
三
八
番
一
地
先
か
ら 

真
庭
市
月
田
字
大
内
谷
尻
八
二
四
三
番
一
地
先
ま
で 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

令和７年６月２０日　岡山県公報　第１２７１１号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
し
た
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更

の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称

一
般
財
団
法
人
日
本
建
築
総
合
試
験
所

二

変
更
の
内
容

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
（
追
加
）

東
京
事
務
所
：
東
京
都
港
区
西
新
橋
一
丁
目
五
番
八
号

三

変
更
の
年
月
日

令
和
七
年
七
月
一
日

令和７年６月２０日　岡山県公報　第１２７１１号



□
二
七
三
□
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
□
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
□
以
下
□
政
令
□
と
い
う
□
□
に
基
づ
き
□
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
□
次
の 

と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

特
定
役
務
の
名
称 

 
 

法
人
二
税
の
税
制
改
正
等
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務 

二 

契
約
期
間 

 
 

令
和
七
年
六
月
十
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

岡
山
県
総
務
部
税
務
課 

 
 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

四 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日 

 
 

令
和
七
年
六
月
十
一
日 

五 

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

株
式
会
社
日
立
製
作
所 

 
 

広
島
県
広
島
市
中
区
袋
町
五
番
二
五
号 

六 

契
約
金
額 

 
 

一
〇
二
□
二
八
四
□
六
〇
〇
円
□
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
九
□
二
九
八
□
六
〇
〇
円
□ 

七 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
□
契
約
方
法
□ 

 
 

随
意
契
約 

八 

随
意
契
約
の
理
由 

 
 

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め 

令和７年６月２０日　岡山県公報　第１２７１１号



□
二
七
四
□
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
□
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
□
以
下
□
政
令
□
と
い
う
□
□
に
基
づ
き
□
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
□
次
の 

と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
□ 

 
 
 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

特
定
役
務
の
名
称 

 
 
 
 

市
町
村
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
伴
う
不
動
産
取
得
税
に
係
る
税
務
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務 

二 

契
約
期
間 

 
 
 
 

令
和
七
年
六
月
十
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 
 
 

岡
山
県
総
務
部
税
務
課 

 
 
 
 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

四 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日 

 
 
 
 

令
和
七
年
六
月
十
一
日 

五 

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 
 
 

株
式
会
社
日
立
製
作
所 

中
国
支
社 

 
 
 
 

広
島
県
広
島
市
中
区
袋
町
五
番
二
五
号 

六 

契
約
金
額 

一
三
五
□
九
二
九
□
二
〇
〇
円
□
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
二
□
三
五
七
□
二
〇
〇
円
□ 

七 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
□
契
約
方
法
□ 

 
 
 
 

随
意
契
約 

八 

随
意
契
約
の
理
由 

 
 
 
 

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め 

令和７年６月２０日　岡山県公報　第１２７１１号



□
二
七
五
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
宿
字
田
中
一
七
二
〇
番
三 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
総
社
三
丁
目
八
番
一
四
号
Ｍ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
一
〇
一 

重
森 

研
太 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
四
月
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
五
号 

令和７年６月２０日　岡山県公報　第１２７１１号



□
二
七
六
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

美
作
市
中
尾
字
野
田
三
九
三
番
三
□
四
三
八
番
五
□
四
三
八
番
八
□
四
四
一
番
四
□
三
九
三
番
三

地
先
道 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
三
八
番
地
一 

株
式
会
社
リ
ン
テ
□
ク 

代
表
取
締
役 

日
笠 

圭
太 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
七
六
号 

令和７年６月２０日　岡山県公報　第１２７１１号



□
二
七
七
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
字
濁
田
四
〇
三
一
番
一
□
四
〇
三
一
番
二
□
四
〇
三
二
番
□
四
〇
三

三
番
□
四
〇
三
四
番
五
□
四
〇
三
四
番
六
□
四
〇
三
六
番
四
の
一
部
□
四
〇
三
六
番
一
〇
□
四
〇

三
八
番
□
四
〇
三
九
番
□
四
〇
四
〇
番
□
四
〇
四
一
番
□
四
〇
四
二
番
□
四
〇
四
三
番
□
四
〇
四

四
番
□
四
〇
四
五
番
□
四
〇
四
六
番
一
□
四
〇
四
七
番
一
□
四
〇
四
八
番
□
四
〇
四
九
番
□
四
〇

五
〇
番
□
四
〇
五
一
番
□
四
〇
三
九
番
地
先
水
路 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
三
〇
三
七
番
地 

シ
バ
セ
工
業
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

磯
田 

拓
也 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
九
月
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
一
号 

令和７年６月２０日　岡山県公報　第１２７１１号



□
二
七
八
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
□
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

美
作
市
中
尾
字
野
田
三
九
三
番
三
□
四
三
八
番
五
□
四
三
八
番
八
□
四
四
一
番
四
□
三
九
三
番
三

地
先
道 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

消
防
の
用
に
供
す
る
貯
水
施
設 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
□
開
発
登
録
簿
は
□
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
□
□ 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
三
八
番
地
一 

株
式
会
社
リ
ン
テ
□
ク 

代
表
取
締
役 

日
笠 

圭
太 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
七
六
号 

 

令和７年６月２０日　岡山県公報　第１２７１１号



□
二
七
九
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
□
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
字
濁
田
四
〇
三
一
番
一
□
四
〇
三
一
番
二
□
四
〇
三
二
番
□
四
〇
三

三
番
□
四
〇
三
四
番
五
□
四
〇
三
四
番
六
□
四
〇
三
六
番
四
の
一
部
□
四
〇
三
六
番
一
〇
□
四
〇

三
八
番
□
四
〇
三
九
番
□
四
〇
四
〇
番
□
四
〇
四
一
番
□
四
〇
四
二
番
□
四
〇
四
三
番
□
四
〇
四

四
番
□
四
〇
四
五
番
□
四
〇
四
六
番
一
□
四
〇
四
七
番
一
□
四
〇
四
八
番
□
四
〇
四
九
番
□
四
〇

五
〇
番
□
四
〇
五
一
番
□
四
〇
三
九
番
地
先
水
路 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路
・
水
路 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
□
開
発
登
録
簿
は
□
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
□
□ 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
三
〇
三
七
番
地 

シ
バ
セ
工
業
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

磯
田 

拓
也 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
九
月
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
一
号 
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□
二
八
〇
□
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
□
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入

札
を
実
施
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

１
 

調
達

内
容

 

(
1
)
 
借

上
件

名
及

び
数

量
 

図
書

館
総

合
シ

ス
テ

ム
機

器
 

一
式

 

(
2
)
 
借

上
物

件
の

特
質

等
 

 
 

 
 
入

札
説

明
書

及
び

仕
様

書
（

以
下

「
入

札
説

明
書

等
」

と
い

う
。
）

に
よ

る
。

 

(
3
)
 
借

上
期

間
 

 
 

 
令

和
８

年
３

月
１

日
か

ら
令

和
1
3
年

２
月

2
8
日

ま
で

 

(
4
)
 
借

上
場

所
 

 
 

 
岡

山
県

立
図

書
館

（
岡

山
市

北
区

丸
の

内
二

丁
目

６
番

3
0
号

）
 

(
5
)
 
入

札
方

法
 

 
 

 
入

札
金

額
は

、
全

て
の

借
上

物
件

の
本

体
価

格
の

ほ
か

、
輸

送
費

及
び

仕
様

書
に

記
載

す
る

運

用
、

保
守

作
業

等
に

要
す

る
借

上
期

間
中

の
一

切
の

諸
経

費
を

含
め

た
額

と
し

、
１

月
当

た
り

の

単
価

（
本

件
借

上
げ

に
係

る
物

品
を

５
年

間
借

り
受

け
る

も
の

と
し

て
算

定
し

た
リ

ー
ス

料
総

額

の
6
0
分

の
１

に
相

当
す

る
額

）
を

記
載

す
る

こ
と

。
な

お
、

落
札

決
定

に
当

た
っ

て
は

、
入

札

書
に

記
載

さ
れ

た
金

額
に

当
該

金
額

の
1
0
0
分

の
1
0
に

相
当

す
る

額
を

加
算

し
た

金
額

（
当

該

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）

を

も
っ

て
落

札
価

格
と

す
る

の
で

、
入

札
者

は
、

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
課

税
事

業
者

で

あ
る

か
免

税
事

業
者

で
あ

る
か

を
問

わ
ず

、
見

積
も

っ
た

契
約

金
額

の
1
1
0
分

の
1
0
0
に

相
当

す

る
金

額
を

入
札

書
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

２
 

競
争

入
札

参
加

資
格

 

次
の

要
件

の
い

ず
れ

に
も

該
当

す
る

者
と

す
る

。
 

(
1
)
 
令

和
７

年
度

に
県

が
発

注
す

る
物

品
の

調
達

契
約

で
あ

っ
て

地
方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特

定
役

務
の

調
達

手
続

の
特

例
を

定
め

る
政

令
（

平
成

７
年

政
令

第
3
7
2
号

）
の

規
定

が
適

用
さ

れ

る
契

約
に

係
る

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

（
令

和
７

年
岡

山
県

告
示

第
1
9
7
号

（
物

品
の

売
買

、
修

理
等

の
調

達
契

約
に

係
る

競
争

入
札

の
参

加
資

格
、

資
格

審
査

の
申

請
手

続
等

。

以
下

「
資

格
告

示
」

と
い

う
。

）
に

定
め

る
資

格
を

い
う

。
）

を
得

て
い

る
者

で
、

格
付

区
分

が

Ａ
で

あ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

2
2
年

政
令

第
1
6
号

）
第

1
6
7
条

の
４

第
１

項
の

規
定

に
該

当
し

な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
こ

の
公

告
の

日
か

ら
落

札
者

が
決

定
す

る
ま

で
の

間
に

お
い

て
、

岡
山

県
物

品
の

売
買

、
修

理

等
及

び
役

務
の

提
供

の
契

約
に

係
る

入
札

参
加

資
格

審
査

要
領

（
平

成
1
9
年

岡
山

県
告

示
第

3
3
2

号
）

の
規

定
に

よ
る

入
札

参
加

の
停

止
の

措
置

を
受

け
て

い
る

者
で

な
い

こ
と

。
 

(
4
)
 
こ

の
公

告
の

日
か

ら
落

札
者

が
決

定
す

る
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

、
岡

山
県

物
品

の
売

買
、

修

理
等

及
び

役
務

の
提

供
の

契
約

に
係

る
入

札
参

加
除

外
等

要
領

に
基

づ
く

入
札

参
加

除
外

の
措

置

を
受

け
て

い
る

者
で

な
い

こ
と

。
 

(
5
)
 
岡

山
県

建
設

工
事

等
暴

力
団

対
策

会
議

運
営

要
領

に
基

づ
く

指
名

除
外

の
措

置
を

受
け

て
い

る

者
で

な
い

こ
と

。
 

(
6
)
 
民

事
再

生
法

（
平

成
1
1
年

法
律

第
2
2
5
号

）
に

基
づ

く
再

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

な
さ

れ
て

い
る

者
又

は
会

社
更

生
法

（
平
成

1
4
年
法
律
第

1
5
4
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が

な
さ

れ
て

い
る

者
（

再
生

手
続

開
始

の
決

定
又

は
更

生
手

続
開

始
の

決
定

を
受

け
て

い
る

者
を

除

く
。
）

で
な

い
こ

と
。
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３
 

競
争

入
札

参
加

資
格

の
申

請
手

続
 

こ
の

一
般

競
争

入
札

へ
の

参
加

を
希

望
す

る
者

で
、

２
(
1
)
の

資
格

を
得

て
い

な
い

も
の

は
、

資

格
告

示
に

基
づ

き
申

請
手

続
を

行
う

こ
と

。
 

(
1
)
 
申

請
先

及
び

問
い

合
わ

せ
先

 

〒
7
0
0
－

8
5
7
0
 

岡
山

市
北

区
内

山
下

二
丁

目
４

番
６

号
 

岡
山

県
出

納
局

用
度

課
管

理
班

（
岡

山
県

庁
本

庁
舎

地
下

１
階

）
 

電
話

（
0
8
6
）

2
2
6
－

7
5
3
8
（

直
通

）
 

 
(
2
)
 
申

請
期

限
 

令
和

７
年

７
月

1
7
日

（
木

）
 

午
後

４
時

 

４
 

入
札

書
の

提
出

場
所

等
 

(
1
)
 
入

札
書

の
提

出
場

所
、

契
約

条
項

を
示

す
場

所
、

入
札

説
明

書
等

の
交

付
場

所
及

び
問

い
合

わ

せ
先

 

〒
7
0
0
－

0
8
2
3
 

岡
山

市
北

区
丸

の
内

二
丁

目
６

番
3
0
号

 

岡
山

県
立

図
書

館
 

総
務

・
メ

デ
ィ

ア
課

 

電
話

（
0
8
6
）

2
2
4
－

1
2
8
6
 

Ｆ
Ａ

Ｘ
（

0
8
6
）

2
2
4
－

1
2
0
8
 

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
 

l
i
b
n
e
t
@
l
i
b
n
e
t
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
 
 

(
2
)
 
入

札
説

明
書

等
の

交
付

期
間

及
び

交
付

方
法

 
 

ア
 

交
付

期
間

 

令
和

７
年

６
月

2
0
日

（
金

）
か

ら
同

年
７

月
1
7
日

（
木

）
ま

で
（

岡
山

県
立

図
書

館
条

例

施
行

規
則

（
平

成
1
6
年

岡
山

県
教

育
委

員
会

規
則

第
1
7
号

）
第

３
条

に
規

定
す

る
休

館
日

を

除
く

。
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
 

 
 

イ
 

交
付

方
法

 

(
1
)
の

場
所

に
て

交
付

す
る

。
ま

た
、

岡
山

県
立

図
書

館
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
 

l
i
b
n
e
t
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
t
o
s
y
o
k
a
n
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m
）

か
ら

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

す
る

こ
と

も
で

き
る

。
 

(
3
)
 
入

札
及

び
開

札
の

日
時

及
び

場
所

 

ア
 

日
時

 

 
 

 
 

令
和

７
年

７
月

3
1
日

（
木

）
 

午
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公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第１区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 23,980,200円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

□ 沢 一 郎 政党又は所 自由民主党
氏 名 10月２日から

属党派
期間 第１回分

出納責任 令和６年
藤 井 章 文

者 氏 名 11月７日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 1,630,000

円 家 屋 費 2,437,064

自由民主党岡山県第一選挙区支部 12,025,920 選挙事務所費 1,298,002

集 合 会 場 費 1,139,062

通 信 費 3,575,136

交 通 費 －

印 刷 費 2,001,342

広 告 費 472,243

文 具 費 －

食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 172,082 雑 費 80,000

今 回 計 12,198,002 今 回 計 10,195,785

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 12,198,002 総 計 10,195,785

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 278,250円

ビラの作成 490,000円

支出のうち公費 ポスターの作成 1,205,592円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 169,839円
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選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 214,404円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 － 円

計 2,358,085円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月８日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第１区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 23,980,200円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

□ 沢 一 郎 政党又は所 自由民主党
氏 名 10月１日から

属党派
期間 第２回分

出納責任 令和６年
藤 井 章 文

者 氏 名 11月20日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －

円 家 屋 費 －

選挙事務所費 －

集 合 会 場 費 －

通 信 費 60,023

交 通 費 －

印 刷 費 1,303,874

広 告 費 －

文 具 費 310,138

食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 321,602

今 回 計 － 今 回 計 1,995,637

前 回 計 12,198,002 前 回 計 10,195,785

総 計 12,198,002 総 計 12,191,422
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報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月25日 第２回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第１区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 23,980,200円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

佐々木 雄 司 政党又は所 国民民主党
氏 名 ９月30日から

属党派
期間 第１回分

出納責任 令和６年
佐々木 雄 司

者 氏 名 10月３日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －

円 家 屋 費 －

国民民主党 3,000,000 選挙事務所費 －

国民民主党岡山県総支部連合会 1,345,650 集 合 会 場 費 －

通 信 費 －

交 通 費 －

印 刷 費 －

広 告 費 －

文 具 費 －

食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 －

今 回 計 4,345,650 今 回 計 －

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 4,345,650 総 計 －

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 － 円
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ビラの作成 － 円

支出のうち公費 ポスターの作成 － 円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 － 円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 － 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 － 円

計 － 円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和７年１月７日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第１区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 23,980,200円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

住 寄 聡 美 政党又は所 日本共産党
氏 名 10月８日から

属党派
期間 第１回分

出納責任 令和６年
木 村 周 二

者 氏 名 11月９日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －

円 家 屋 費 40,000

日本共産党岡山県委員会 477,455 選挙事務所費 40,000

日本共産党岡山地区委員会 324,375 集 合 会 場 費 －

通 信 費 －

交 通 費 35,911

印 刷 費 477,455

広 告 費 231,444

文 具 費 －

食 糧 費 59,020

その他の寄附 ５件 42,000 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 －

今 回 計 843,830 今 回 計 843,830
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前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 843,830 総 計 843,830

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 － 円

ビラの作成 － 円

支出のうち公費 ポスターの作成 － 円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 － 円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 － 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 － 円

計 － 円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月10日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第１区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 23,980,200円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 日本維新の 令和６年

服 部 千 秋 政党又は所
氏 名 会 10月10日から

属党派
期間 第１回分

出納責任 令和６年
服 部 千 秋

者 氏 名 11月８日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 490,000

円 家 屋 費 42,581

日本維新の会 3,000,000 選挙事務所費 42,581

服部千秋後援会 100,000 集 合 会 場 費 －

日本維新の会衆議院岡山県第１選挙区支部 44,974 通 信 費 －

交 通 費 124,454

印 刷 費 1,569,700

広 告 費 780,893

文 具 費 6,599
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食 糧 費 155,685

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 27,331 雑 費 2,393

今 回 計 3,172,305 今 回 計 3,172,305

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 3,172,305 総 計 3,172,305

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 － 円

ビラの作成 － 円

支出のうち公費 ポスターの作成 － 円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 － 円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 － 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 － 円

計 － 円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月11日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第１区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 23,980,200円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

原 田 謙 介 政党又は所 立憲民主党
氏 名 ９月17日から

属党派
期間 第１回分

出納責任 令和６年
森 山 幸 治

者 氏 名 11月８日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 405,000

円 家 屋 費 1,196,547

立憲民主党 5,000,000 選挙事務所費 1,032,350

藤岡 進 無 職 200,000 集 合 会 場 費 164,197

通 信 費 110,238
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交 通 費 121,032

印 刷 費 2,162,312

広 告 費 1,681,601

文 具 費 －

食 糧 費 290,858

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 1,055,000 雑 費 673,121

今 回 計 6,255,000 今 回 計 6,640,709

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 6,255,000 総 計 6,640,709

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 278,250円

ビラの作成 490,700円

支出のうち公費 ポスターの作成 1,205,592円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 169,839円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 55,000円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 11,000円

計 2,210,381円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月11日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第１区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 23,980,200円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

原 田 謙 介 政党又は所 立憲民主党
氏 名 10月１日から

属党派
期間 第２回分

出納責任 令和６年
森 山 幸 治

者 氏 名 11月19日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 600,000
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円 家 屋 費 －

選挙事務所費 －

集 合 会 場 費 －

通 信 費 127,345

交 通 費 －

印 刷 費 －

広 告 費 －

文 具 費 －

食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 45,119

今 回 計 － 今 回 計 772,464

前 回 計 6,255,000 前 回 計 6,640,709

総 計 6,255,000 総 計 7,413,173

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月19日 第２回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第２区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,267,600円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

津 村 啓 介 政党又は所 立憲民主党
氏 名 10月７日から

属党派
期間 第１回分

出納責任 令和６年
井 上 忠

者 氏 名 11月５日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 165,000

円 家 屋 費 385,184

立憲民主党 5,000,000 選挙事務所費 385,184
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立憲民主党岡山県第２区総支部 62,710 集 合 会 場 費 －

通 信 費 753,040

交 通 費 72,146

印 刷 費 1,960,478

広 告 費 922,759

文 具 費 97,695

食 糧 費 338,781

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 3,000,000 雑 費 －

今 回 計 8,062,710 今 回 計 4,695,083

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 8,062,710 総 計 4,695,083

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 278,250円

ビラの作成 490,700円

支出のうち公費 ポスターの作成 1,191,528円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 169,839円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 214,404円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 55,000円

計 2,399,721円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月11日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第２区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,267,600円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

津 村 啓 介 政党又は所 立憲民主党
氏 名 10月15日から

属党派
期間 第２回分

出納責任 令和６年
井 上 忠

者 氏 名 11月21日まで

収 入 支 出
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主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －

円 家 屋 費 －

選挙事務所費 －

集 合 会 場 費 －

通 信 費 39,854

交 通 費 －

印 刷 費 －

広 告 費 －

文 具 費 －

食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 51,639

今 回 計 － 今 回 計 91,493

前 回 計 8,062,710 前 回 計 4,695,083

総 計 8,062,710 総 計 4,786,576

報 告 書 受 理 年 月 日 令和７年１月14日 第２回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第２区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,267,600円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

津 村 啓 介 政党又は所 立憲民主党
氏 名 10月15日から

属党派
期間 第３回分

出納責任 令和７年
井 上 忠

者 氏 名 １月８日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －
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円 家 屋 費 －

選挙事務所費 －

集 合 会 場 費 －

通 信 費 －

交 通 費 －

印 刷 費 －

広 告 費 －

文 具 費 －

食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 6,737

今 回 計 － 今 回 計 6,737

前 回 計 8,062,710 前 回 計 4,786,576

総 計 8,062,710 総 計 4,793,313

報 告 書 受 理 年 月 日 令和７年３月６日 第３回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第２区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,267,600円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

山 下 貴 司 政党又は所 自由民主党
氏 名 ９月15日から

属党派
期間 第１回分

出納責任 令和６年
山 下 一 盛

者 氏 名 11月３日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 765,000

円 家 屋 費 32,422

自由民主党岡山県第二選挙区支部 20,000,000 選挙事務所費 －
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集 合 会 場 費 32,422

通 信 費 1,312,950

交 通 費 －

印 刷 費 1,924,778

広 告 費 411,743

文 具 費 23,156

食 糧 費 132,636

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 5,000,000 雑 費 660

今 回 計 25,000,000 今 回 計 4,603,345

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 25,000,000 総 計 4,603,345

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 278,250円

ビラの作成 455,000円

支出のうち公費 ポスターの作成 1,191,528円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 169,839円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 214,404円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 － 円

計 2,309,021円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月６日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第２区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,267,600円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

山 下 貴 司 政党又は所 自由民主党
氏 名 10月１日から

属党派
期間 第２回分

出納責任 令和６年
山 下 一 盛

者 氏 名 11月18日まで

収 入 支 出
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主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －

円 家 屋 費 2,630,722

選挙事務所費 1,058,474

集 合 会 場 費 1,572,248

通 信 費 1,700,000

交 通 費 16,000

印 刷 費 2,924,042

広 告 費 427,461

文 具 費 －

食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 3,630

今 回 計 － 今 回 計 7,701,855

前 回 計 25,000,000 前 回 計 4,603,345

総 計 25,000,000 総 計 12,305,200

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月20日 第２回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第２区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,267,600円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

余 江 雪 央 政党又は所 日本共産党
氏 名 10月８日から

属党派
期間 第１回分

出納責任 令和６年
白 土 昌 八

者 氏 名 11月９日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －
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円 家 屋 費 100,000

日本共産党岡山県委員会 424,160 選挙事務所費 100,000

日本共産党岡山地区委員会 286,382 集 合 会 場 費 －

通 信 費 －

交 通 費 24,176

印 刷 費 424,160

広 告 費 96,080

文 具 費 －

食 糧 費 66,126

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 －

今 回 計 710,542 今 回 計 710,542

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 710,542 総 計 710,542

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 － 円

ビラの作成 － 円

支出のうち公費 ポスターの作成 － 円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 － 円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 － 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 － 円

計 － 円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月10日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第３区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,059,500円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

加 藤 勝 信 政党又は所 自由民主党
氏 名 ９月30日から

属党派
期間 第１回分

出納責任 令和６年
加 藤 則 和

者 氏 名 11月８日まで
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収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 1,155,000

円 家 屋 費 1,430,069

自由民主党岡山県第三選挙区支部 15,100,000 選挙事務所費 1,252,959

山崎 光雄 会 社 員 180,000 集 合 会 場 費 177,110

妹尾 一人 会 社 員 90,000 通 信 費 1,450,670

森脇 健 会 社 員 90,000 交 通 費 814,548

印 刷 費 3,283,830

広 告 費 1,394,266

文 具 費 278,510

食 糧 費 389,514

その他の寄附 １件 15,000 休 泊 費 1,461,860

その他の収入 － 雑 費 1,953,525

今 回 計 15,475,000 今 回 計 13,611,792

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 15,475,000 総 計 13,611,792

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 276,500円

ビラの作成 490,000円

支出のうち公費 ポスターの作成 850,500円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 113,200円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 214,404円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 － 円

計 1,944,604円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月11日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第３区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,059,500円
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３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

加 藤 勝 信 政党又は所 自由民主党
氏 名 10月６日から

属党派
期間 第２回分

出納責任 令和６年
加 藤 則 和

者 氏 名 12月24日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －

円 家 屋 費 22,000

選挙事務所費 22,000

集 合 会 場 費 －

通 信 費 －

交 通 費 －

印 刷 費 －

広 告 費 －

文 具 費 －

食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 652,610

今 回 計 － 今 回 計 674,610

前 回 計 15,475,000 前 回 計 13,611,792

総 計 15,475,000 総 計 14,286,402

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年12月27日 第２回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第３区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,059,500円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年
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は た ともこ 政党又は所 立憲民主党
氏 名 10月１日から

属党派
期間 第１回分

出納責任 令和６年
湯 川 憲比古

者 氏 名 10月23日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －

円 家 屋 費 215,470

立憲民主党 5,000,000 選挙事務所費 187,000

はたともこ後援会 187,000 集 合 会 場 費 28,470

通 信 費 －

交 通 費 －

印 刷 費 1,570,850

広 告 費 1,083,595

文 具 費 －

食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 －

今 回 計 5,187,000 今 回 計 2,869,915

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 5,187,000 総 計 2,869,915

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 278,250円

ビラの作成 490,700円

支出のうち公費 ポスターの作成 801,900円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 169,839円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 214,404円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 204,770円

計 2,159,863円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月11日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第３区）
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２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,059,500円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

原 田 亜希子 政党又は所 日本共産党
氏 名 10月10日から

属党派
期間 第１回分

出納責任 令和６年
美 見 芳 明

者 氏 名 10月26日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －

円 家 屋 費 200,000

日本共産党岡山県委員会 774,409 選挙事務所費 200,000

日本共産党美作東備地区委員会 345,732 集 合 会 場 費 －

通 信 費 －

交 通 費 2,920

印 刷 費 774,409

広 告 費 11,212

文 具 費 －

食 糧 費 69,584

その他の寄附 － 休 泊 費 59,834

その他の収入 － 雑 費 2,182

今 回 計 1,120,141 今 回 計 1,120,141

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 1,120,141 総 計 1,120,141

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 － 円

ビラの作成 － 円

支出のうち公費 ポスターの作成 － 円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 － 円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 － 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 － 円

計 － 円
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報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月７日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第４区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,132,100円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

垣 内 雄 一 政党又は所 日本共産党
氏 名 10月８日から

属党派
期間 第１回分

出納責任 令和６年
藤 原 淳 一

者 氏 名 10月26日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －

円 家 屋 費 245,000

日本共産党倉敷地区委員会 686,334 選挙事務所費 245,000

日本共産党岡山県委員会 484,880 集 合 会 場 費 －

通 信 費 80,000

交 通 費 －

印 刷 費 484,880

広 告 費 192,860

文 具 費 4,192

食 糧 費 162,364

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 1,918

今 回 計 1,171,214 今 回 計 1,171,214

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 1,171,214 総 計 1,171,214

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 － 円
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ビラの作成 － 円

支出のうち公費 ポスターの作成 － 円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 － 円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 － 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 － 円

計 － 円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月12日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第４区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,132,100円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

橋 本 岳 政党又は所 自由民主党
氏 名 10月１日から

属党派
期間 第１回分

出納責任 令和６年
矢 吹 彰 康

者 氏 名 11月７日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 558,600

円 家 屋 費 423,880

自由民主党岡山県第四選挙区支部 4,830,960 選挙事務所費 180,960

集 合 会 場 費 242,920

通 信 費 1,596,260

交 通 費 15,760

印 刷 費 2,424,999

広 告 費 1,671,197

文 具 費 6,612

食 糧 費 458,554

その他の寄附 － 休 泊 費 7,000

その他の収入 － 雑 費 212,815

今 回 計 4,830,960 今 回 計 7,375,677
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前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 4,830,960 総 計 7,375,677

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 278,250円

ビラの作成 490,700円

支出のうち公費 ポスターの作成 1,188,549円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 169,839円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 214,404円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 204,770円

計 2,546,512円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月11日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第４区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,132,100円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

橋 本 岳 政党又は所 自由民主党
氏 名 10月21日から

属党派
期間 第２回分

出納責任 令和６年
矢 吹 彰 康

者 氏 名 12月５日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －

円 家 屋 費 －

選挙事務所費 －

集 合 会 場 費 －

通 信 費 －

交 通 費 －

印 刷 費 －

広 告 費 －

文 具 費 －
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食 糧 費 －

その他の寄附 １件 20,974 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 22,769

今 回 計 20,974 今 回 計 22,769

前 回 計 4,830,960 前 回 計 7,375,677

総 計 4,851,934 総 計 7,398,446

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年12月６日 第２回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第４区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,132,100円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

柚 木 道 義 政党又は所 立憲民主党
氏 名 ９月22日から

属党派
期間 第１回分

出納責任 令和６年
長 家 啓 太

者 氏 名 11月７日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 635,155

円 家 屋 費 3,485,583

立憲民主党 5,000,000 選挙事務所費 3,183,083

柚木みちよし後援会 2,000,000 集 合 会 場 費 302,500

立憲民主党岡山県第４区総支部 2,000,000 通 信 費 －

交 通 費 226,320

印 刷 費 1,957,590

広 告 費 4,082,926

文 具 費 －

食 糧 費 158,108

その他の寄附 － 休 泊 費 272,400
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その他の収入 － 雑 費 140,953

今 回 計 9,000,000 今 回 計 10,959,035

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 9,000,000 総 計 10,959,035

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 278,250円

ビラの作成 490,700円

支出のうち公費 ポスターの作成 1,188,640円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 165,000円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 214,400円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 200,000円

計 2,536,990円

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月11日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第４区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,132,100円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

柚 木 道 義 政党又は所 立憲民主党
氏 名 10月14日から

属党派
期間 第２回分

出納責任 令和６年
長 家 啓 太

者 氏 名 11月21日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －

円 家 屋 費 －

柚木みちよし後援会 300,000 選挙事務所費 －

集 合 会 場 費 －

通 信 費 －

交 通 費 216,500

印 刷 費 －
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広 告 費 495,000

文 具 費 －

食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 63,863

今 回 計 300,000 今 回 計 775,363

前 回 計 9,000,000 前 回 計 10,959,035

総 計 9,300,000 総 計 11,734,398

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年11月25日 第２回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第４区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,132,100円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

柚 木 道 義 政党又は所 立憲民主党
氏 名 11月25日から

属党派
期間 第３回分

出納責任 令和６年
長 家 啓 太

者 氏 名 12月５日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －

円 家 屋 費 －

立憲民主党岡山県第４区総支部 92,075 選挙事務所費 －

集 合 会 場 費 －

通 信 費 －

交 通 費 －

印 刷 費 －

広 告 費 －

文 具 費 －
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食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 550 雑 費 195,217

今 回 計 92,625 今 回 計 195,217

前 回 計 9,300,000 前 回 計 11,734,398

総 計 9,392,625 総 計 11,929,615

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年12月６日 第３回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（岡山県第４区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 25,132,100円

３ 報告書の要旨

候補者届出
候 補 者 令和６年

柚 木 道 義 政党又は所 立憲民主党
氏 名 10月15日から

属党派
期間 第４回分

出納責任 令和６年
長 家 啓 太

者 氏 名 12月24日まで

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 222,640

円 家 屋 費 －

柚木みちよし後援会 422,286 選挙事務所費 －

集 合 会 場 費 －

通 信 費 －

交 通 費 －

印 刷 費 －

広 告 費 －

文 具 費 198,986

食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －
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その他の収入 － 雑 費 220

今 回 計 422,286 今 回 計 421,846

前 回 計 9,392,625 前 回 計 11,929,615

総 計 9,814,911 総 計 12,351,461

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年12月26日 第４回報告分
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